
別記
第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

ケ

変 更)事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 に あ
・

(有)ひ のでやエコライフ研究所
代表取締役 鈴 木靖文京都市左京区大菊町118 新 大菊荘2F束

特定事業者の

主たる業種

ヨンサル タン ト葉

該当する事業
者要件

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算 して1,500キロリッ トル以上))
京都府地球温暖化対策条rFl施行規貝J第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都jrsI地球温暖化対策条例地行規貝J第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸イヒ炭素に推算 して3000ト ン以上))

「

「

計 画 期 匿 平成 18 年 5 月 平成  20 年 4 月

基 本 方 針 機器の リブ レースについて看冥に計画冥行するとともに、機器の利用削減に各 目が心がける。

推 進 体 制 代表取締役 を トッア とす る管理体制の もとでLEめ る

年度 ごとの具

体的な取組及
び措置

工

平成13 デスクトップパソコンからノート″ミノヨンヘの転抵

平成19 新たな個人暖房技術の開発 検 討

平成19 省エネ型冷蔵庫への買い誉え

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基 準 年 度 (冥績 )

(平成 17)年 度

(二期 ヒ炭菜換算 (t))

日環 年度 (ntlnH)

(平成 19)年 度

て二閉 ヒ炭素換算 (|))
呼調
∽A事 業所等排出区分 0 592 t 0 512 t -135 e/e

B輸 送車両」F出区分 t t %

cそ の他排出区分 t t %

排出合計 Ⅲ1                0 592 t ■2               0 512 t …135 %

その他の地球
温暖化対策に

よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二酸化炭素換舞 〈t

森林の保全及び整備 (整備面積) (吸収畳) t

府内産の木材の利用 (利用堂) ma (削減量) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電室) kwh (削減畳〉 t

(熱供給畳) CJ 〈削減量) t

グリー ン電力の購入 (購入a) kwh (削減量) t

削減量等合計 t

差 5 1排出量

(排出合計一削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

0 592 t 1421-1431          0 512  t …135 %

特 記 事 項 計四期間中に事業J21大にともなつて、電力消費量が増大する見込みの場合には、太陽光発電の活用、グツーン電力の
購入も検討をする。また、自社の削減ではないが、市民向けに温暖化対策を達成 しやすいような技術開発と、ノウハ

ウの提供に務める。

連 絡 先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電
，
士
ロ 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 1該 当する□には、レ印を記入してください。特定車業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要でえ

2「 基準年度Jと は計画期間の前年度を 「目標年度Jと は計画期間の最終年度をいいまえ

3「 事業所等り,出区分Jと は、京都市内の事栄所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室劾具〃スを 「輸送車両JF山区分Jと
は、自動車連送事業者については使用の本拠の位置を京都市内とする車両の排出する温室効果〃スを、銭道事業者については保有する貨物車両又
は旅客車両の排出する温室効果〃スを、 「そのlL排出区分Jと ri 上記以外の京都府内における事美所等の事業活動に伴い発生する温室効果ガス
をいいま抗

4「 特記事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位C02り官山量、省エネ製品開発など他者の温室効果
ガス排出肖U滅への貢献、グツーン翔産の採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの削減などを記入してください。


